
愛媛県自転車利用高齢者ヘルメット着用推進事業費補助金 Ｑ＆Ａ 

 

№ 質  問 回  答 

１ 

どのようなヘルメットが補助の対象とな

りますか？ 

ＳＧマーク、ＪＣＦマーク、ＣＥマーク、

ＧＳマーク、ＣＰＳＣマークの他、各マ

ークの安全基準に適合することを証す

るマークが付されている自転車乗車用

ヘルメットが対象となり、イベント会場

には上記マークが付されているヘルメ

ットのみ用意しております。 

２ 

対象となる高齢者の範囲は？ 令和７年度に満 65 歳以上になる方（昭

和 36 年４月１日以前に生まれた方）が

対象となります。 

３ 
現在 64歳で来年の１月に 65歳になるので

すが、補助の対象者となりますか？ 

昭和 36 年４月１日以前に生まれた方で

あれば対象者となります。 

４ 

県外在住で愛媛県に持家があるのですが、

補助の対象となりますか？ 

愛媛県内に住所を有する方が対象とな

ります（身分証明書で確認させていただ

きます）。 

５ 

ヘルメットの購入金額が 2,980円だったの

ですが、補助金は 3,000円貰えますか？ 

ヘルメット購入金額が 3,000円未満の場

合は、ヘルメット購入に要した費用分の

2,980円が補助金額となります。 

６ 
どこのお店で購入したヘルメットでも補

助の対象となりますか？ 

イベント会場にて購入されたヘルメッ

トのみ、補助の対象となります。 

７ 

インターネットで購入したヘルメットは

補助の対象となりますか？ 

補助の対象となりません。 

８ 

既に購入しているヘルメットをイベント

会場に持参した場合、補助の対象となりま

すか？ 

補助の対象となりません。 

９ 

申請時には愛媛県在住でしたが、その後他

県へ引っ越す事になりました。その場合、

補助の対象となりますか？ 

申請時に愛媛県在住であれば、補助対象

になります。 



10 

補助金は口座振込しかできませんか？ 申請者名義の口座振込に限らせていた

だきます。 

11 

他の補助金との併用はできますか？ 市町等の補助金制度を利用される場合

は、県の補助金を受けることができませ

ん。 

12 

購入日当日、身分証を忘れた場合ヘルメッ

トの購入及び補助金の申請はできないの

ですか？ 

イベント当日に身分証を忘れた場合で

も、ヘルメットの購入は可能です。 

補助金は、会場でお渡しする封筒に申請

書類等を同封し、愛媛県庁に送付するこ

とで申請できます。但し、65歳未満の方

は補助金の交付を受けることができま

せんので、ご注意ください。 

 


